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厚生労働省 大分労働局

第12回 大分県働き方改革推進会議
大分労働局説明資料
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大分
全国
九州

全国 平成最高
1.64倍(H30年9月)

コロナ期 最低
大分
1.07倍(R2年12月)
全国
1.04倍(R2年8〜10月)
九州
0.99倍(R2年9月)

大分 過去最高
1.59倍(H30年8月、H31
年4月)
九州 過去最高
1.49倍(H30年6月-7月)

※１ 季節調整値（＊令和5年12月以前の数値は新季節指数により改定されている。）
※２ 九州地域には沖縄県を含む。
資料出所︓大分労働局調べ

（倍）

大分
1.06倍(H19年
11-12月)

大分 1.35倍

九州 1.19倍

全国 1.23倍

全国
平成景気中のピーク
1.46倍(H2年7月)

全国 過去最低
0.42倍(H21年8月)

大分
0.44倍(H21年8月)

大分
平成景気後のピーク
1.17倍(H3年4-6月)

令和6年8月

有効求人倍率の推移
 有効求人倍率は高水準であるが、改善の動きにやや足踏み感がみられることから、物価上昇等が雇用に与える影響につい

て、注視が必要である。
 大分県の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.04ポイント上回り1.35倍。
 九州地域の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.03ポイント上回り1.19倍。



※１ 有効求人倍率、完全失業率及び完全失業者数は季節調整値。（＊令和5年12月以前の季節調整値は、新季節指数により改定されている。）

※２ シャドー部分は景気後退期であり、H9年5月〜H11年1月、H12年11月〜H14年1月、H20年2月〜H21年3月、H24年3月〜11月、
H30年10月〜R2年5月を示す。

資料出所︓ 総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」、内閣府「景気基準日付」
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（倍）
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令和6年8月
有効求人倍率
1.23倍

完全失業率過去最高
5.5%(14年6月,8月,
15年4月,21年7月)

有効求人倍率
1.08倍(18年7月)

有効求人倍率
過去最低
0.42倍(21年8月)

完全失業率
3.6%(19年7月）

令和6年8月
完全失業率2.5％
完全失業者172万人
（原数値は175万人）

有効求人倍率・完全失業率の推移（全国）
 現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必

要がある。
 有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.01ポイント下回り1.23倍。
 完全失業率（季節調整値）は、前月を0.2ポイント下回り2.5％。



①長時間労働の是正、多様で
柔軟な働き方の実現

②雇用形態にかかわらない公
正な待遇の確保

③働き方改革の総合的かつ継
続的な推進

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
（平成30年法律第71号）

具体的な取り組み

①労働基準法

②労働安全衛生法

③労働時間等設定改善法

④パートタイム労働法

⑤労働契約法

⑥労働者派遣法

⑦雇用対策法の改正

働き方改革実行計画（H29.3.28）

一億総活躍社会実現へ向けて

少子高齢化社会到来へ備えて一億
総活躍社会実現に向けて最大チャレ
ンジで働き方改革を実施

→ 働き方改革実現会議

（総理の私的諮問機関）

９つの検討テーマ

①非正規雇用の処遇改善

②賃金引上げと労働生産性向上

③長時間労働の是正

④柔軟な働き方（テレワークなど）の環境整備

⑤病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労
の推進

⑥外国人材の受入れ

⑦女性や若者が活躍しやすい環境

⑧雇用吸収力の高い産業へのシフト

⑨高齢者就業促進

働き方改革のポイント

働き方改革とは︖
「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方
を自分で「選択」できるようにするための改革。

○ 日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々
のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーショ
ンによる生産性向上や、就業機会の拡大、意欲・能力を存分に発揮できる
環境をつくることが不可欠。

○ 働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現
することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い
将来の展望を持てるようにすることを目指す。



働き方改革の実現



働く人の視点に立った課題 検討テーマと現状 対応策

① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法整備とガイドラインの整備
① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラ
インの整備

② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアップの推進

③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上
支援など賃上げしやすい環境の整備

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入

⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備

⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支
援

⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就
業規則改定などの環境整備

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの
推進

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

⑬ 外国人材受け入れの環境整備

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職
業訓練などの充実

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正
社員女性の復職など多様な女性活躍の推進

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の
推進

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入
れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化

⑱ 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環
境の整備

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支
援

☞ 同一企業内における短時間・有期雇用労働者と
正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

（同一労働同一賃金はパートタイム・有期雇用労働法に規定）

・個々の待遇ごとの性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮
（新たに有期の均等待遇規定を整備）。

・派遣労働者は、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件
※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

・ガイドラインの根拠規定を整備。
（※）同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

■ 施行期日
令和２年４月１日（2020．4）
ただし、中小企業におけるパート・有期雇用
労働法の適用は令和３年４月１日（2021．4）

【報告徴収】
パートタイム・有期雇用労働法に係る実施件数

令和５年度 172件
令和６年度 112件（８月末時点）

☞ 短時間・有期雇用労働者に対する待遇に

関する説明義務



働く人の視点に立った課題 検討テーマと現状 対応策

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入 等
① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラ

インの整備

② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアップの推進

③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上
支援など賃上げしやすい環境の整備

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入

⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備

⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支
援

⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就
業規則改定などの環境整備

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの
推進

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

⑬ 外国人材受け入れの環境整備

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職
業訓練などの充実

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正
社員女性の復職など多様な女性活躍の推進

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の
推進

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入
れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化

⑱ 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環
境の整備

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支
援

１ 時間外労働の上限︓月45時間、年360時間を原則
２ 月60時間超の時間外労働の割増率（50%以上） 中小企業猶予措置を廃止
３ 年次有給休暇５日（年10日以上付与される場合）︓毎年、時季指定
４ フレックスタイム制の見直し:「清算期間」の上限を１か月⇒３か月
５ 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
６ 労働者の健康確保措置︓労働時間の把握方法（労働安全衛生法）
７ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）
８ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法）

施行日
2024年
4月1日

2023年
4月1日

2021年
4月1日

2020年
4月1日

2019年
（令和元年）
4月1日

大企業
残 業 時 間 の
上 限 規 制
（ 労 基 法 ）

中小企業

自動車運転業務、建設業、
医師など

大企業パ
ー
ト
・

有
期
雇
用

労
働
者

同

一

労

働

同

一

賃

金

中小企業

派遣労働者

年次有給休暇の付与義務化（労基法）

割増賃金の猶予措置（労基法）

○労働時間の状況把握・産業医権限の
強化・医師の面接指導（安衛法）

○インターバル（労働時間設定改善法）
○高度プロフェッショナル制度
○フレックスタイム制度

☆ 一般労働者の年間総実労働時間（大分県）
2014年︓2032.8時間 ⇒ 2023年︓1974.0時間

☆ 年次有給休暇取得率（大分県）
2014年︓48.8％ ⇒ 2023年︓68.5％



働く人の視点に立った課題 検討テーマと現状 対応策

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラ
インの整備

② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアップの推進

③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上
支援など賃上げしやすい環境の整備

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入

⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備

⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支
援

⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就
業規則改定などの環境整備

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの
推進

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

⑬ 外国人材受け入れの環境整備

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職
業訓練などの充実

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正
社員女性の復職など多様な女性活躍の推進

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の
推進

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入
れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化

⑱ 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環
境の整備

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支
援

「産後パパ育休（出生時育児休業）制度」の創設

出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるよ
うになりました（施行日：令和４年１０月１日）

現行育休制度新 制 度 （ 現 行 制 度 と は 別 に 取
得 可 能 ）

原則子が１歳（最
長２歳）まで

子の出生後８週間以内に４週間ま
で
取得可能

対象期間
取得可能日数

原則１か月前まで原則休業の２週間前まで（※１）申出期限
原則分割不可
（今回の改正で分
割して２回まで取
得可能）

分割して２回取得可能分割取得

原則就業不可

労使協定を締結している場合に限
り、
労働者が合意した範囲（※２）で休
業中に就業することが可能

休業中の就業

育児休業を分割して取得できるようになりました

現行 改正後

 原則分割することは
できない１歳以降に
育休を延長する場合、
育休開始日は１歳、
1歳半の時点に限定

（新制度とは別に）分
割して２回まで取得可
能

１歳以降に延長する場
合について、育休開始
日を柔軟化

育児休業の分割取得（施行日：令和4年10月1日）

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和

現行 改正後

(1) 引き続き雇用され期間が１
年以上

（育児休業の場合）
(２) １歳６か月までの間に契約

が満了することが明らかで
ない

（介護休業の場合）
(3) 取得予定日から起算して93

日を経過する日から６か月を
経過するまでの間に、契約が
満了することが明らかでない

●(1)の要件を撤廃し、
(2)(３)のみに
※無期雇用労働者と同様
の取り扱い
（引き続き雇用された期
間が１年未満の労働者は
労使協定の締結により除
外可）

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置義務

 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
（研修、相談窓口設置、育休取得事例の収集・提供、育休制度
・取得促進の方針周知）

 妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対す
る個別の周知・意向確認の措置

施行日︓令和４年４月１日

育児休業取得状況の公表義務

施行日︓令和５年４月１日

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状
況を公表することが義務付けられます。

① 男性の育児休業等の取得率
② 男性の育児休業等及び育児を目的とした休暇の

取得率

☆ マザーズコーナーにおける就職者数（年度）
Ｒ３︓996人 ⇒ Ｒ４︓997人 ⇒ Ｒ５年度︓1,011人

☆ 両立支援等助成金（支給決定件数）

☆ 男性の育児休業取得率（大分県）
2014年︓2.8％ ⇒ 2023年︓27.9％

☆ 25歳〜44歳女性の就業率（大分県）
2014年︓ 66.8% ⇒ 2022年︓82.4％

令和元年度︓144件
令和２年度︓230件
令和３年度︓252件
令和４年度︓152件
令和５年度︓135件

施行日︓
令和４年４月１日



働く人の視点に立った課題 検討テーマと現状 対応策

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の促進
① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラ

インの整備

② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアップの推進

③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上
支援など賃上げしやすい環境の整備

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入

⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備

⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支
援

⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就
業規則改定などの環境整備

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの
推進

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

⑬ 外国人材受け入れの環境整備

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職
業訓練などの充実

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正
社員女性の復職など多様な女性活躍の推進

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の
推進

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入
れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化

⑱ 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環
境の整備

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支
援
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障害者実雇用率 算定雇用障害者数

◎県内の雇用障害者数は令和元年まで10年連続で増加。令和２年は微減で、令和３年
以降は再び増加。令和５年の実雇用率※（2.72％、全国７位）は前年比0.11ポイント
の上昇。 ※「実雇用率」とは、全雇用者のうち障害者の占める割合。法定雇用率
達成企業割合は全国６位(65.1％)

• 障害者の雇用経験がなく、
ノウハウもない。

• 雇用する職種や仕事がない。
• 受入態勢が整っていない

（作業環境、サポートする
人員体制）

• 経験上、これまで採用した
が定着しなかった。

現 状

ハローワーク、障害者職業センター、障害者就
業・生活支援センターへの相談
★事業所見学・職場実習の受入
★就職面接会・各種セミナーへの参加

仕事の切出し等ノウハウの提供
事業所に赴き個別に支援
仕事を評価し事業主と障害者の両面からの職場定

着等サポート（ジョブコーチ）
障害者雇用関係助成金の活用

企業側の要因 支援メニュー 例



働く人の視点に立った課題

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラ

インの整備

② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアップの推進

③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上
支援など賃上げしやすい環境の整備

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入

⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備

⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支
援

⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就
業規則改定などの環境整備

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの
推進

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

⑬ 外国人材受け入れの環境整備

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職
業訓練などの充実

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正
社員女性の復職など多様な女性活躍の推進

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の
推進

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入
れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化

⑱ 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環
境の整備

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支
援
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70歳以上働ける制度のある企業 60歳以上の常用労働者

高年齢者の雇用状況（令和５年６月1日現在）

◇「65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施企業」
⇒８年連続100％（全国で16県）

◇「66歳以上まで働ける制度のある企業」
⇒56.1％ 全国２位（前年３位）（全国平均43.3％）

◇「70歳以上まで働ける制度のある企業」
⇒54.3％ 全国２位（前年３位）（全国平均41.6％）

◇「60歳以上の常用労働者」
⇒37,336人（21人以上規模企業）

【生涯現役支援窓口（県内５カ所のHW）の実績（令和６年３月末現在）】
・就職件数 ： 60～64歳 315件（前年同期291件）

65歳以上 639件（前年同期573件）

～７０歳以上の高年齢者の雇用の場が着実に広がっています～



令和4年10月20日現在



令和4年10月20日現在








